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　障害の有無にかかわらず、誰もが笑顔でいきいき

と暮らせるまちを実現するには、一人ひとりの意識

が大切です。12月1日㈫～6日㈰の立川市障害者週間

では、障害に対する理解を深めることができるイベ

ント等を行います。くわしくは２面をご覧ください。
問障害福祉課・内線1517

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
催
し
等
の
中
止
や
延
期
、
各
施
設
の
開
館
状
況
等
の
情
報
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
各
問
い
合
わ
せ
先
へ
。
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市
議
会
定
例
会
が
開
会

　
令
和
2
年
第
4
回
市
議
会
定
例
会

が
、
11
月
30
日（
月
）〜
12
月
17
日

（
木
）の
会
期
で
開
か
れ
る
予
定
で
す
。

　
日
程
は
▼
11
月
30
日（
月
）＝
本
会

議（
会
期
の
決
定
、
議
案
審
議
、
一

般
質
問
等
）▼
12
月
2
日（
水
）〜
4

日（
金
）＝
本
会
議（
一
般
質
問
）▼
7

日（
月
）＝
本
会
議（
請
願
・
陳
情
の

付
託
、
議
案
審
議
等
）▼
8
日（
火
）

＝
総
務
委
員
会
▼
9
日（
水
）＝
厚
生

産
業
委
員
会
▼
10
日（
木
）＝
環
境
建

設
委
員
会
▼
11
日（
金
）＝
文
教
委
員

会
▼
16
日（
水
）＝
議
会
運
営
委
員
会

▼
17
日（
木
）＝
本
会
議（
議
案
審
議

等
）の
予
定
で
す
。

　
傍
聴
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
議
会
事
務
局
・
内
線
3
3
2
2

市
職
員
を
募
集
～
公
務
員
試

験
対
策
不
要

　
令
和
3
年
度
に
採
用
す
る
職
員
を

募
集
し
て
い
ま
す（
右
下
表
）。
採
用

試
験
で
は
、
公
務
員
試
験
対
策
が
不

要
な
方
式
を
導
入
し
て
い
ま
す
。
熱

い
想
い
を
も
っ
た
多
く
の
方
の
チ
ャ

レ
ン
ジ
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
く

わ
し
く
は
、
試
験
案
内
か
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
申
込
書
・
試
験
案
内
の
配
布
　
人

事
課（
市
役
所
2
階
52
番
窓
口
）、
窓

口
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
配
布
し
て

い
ま
す（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）。

●
試
験
日
　
▼
1
次
試
験
＝
令
和
3

年
1
月
9
日（
土
）▼
2
次
試
験
＝
▽▽

保
育
士
＝
1
月
24
日（
日
）▽▽
そ
の
他

＝
1
月
26
日（
火
）ま
た
は
27
日（
水
）

▼
最
終
試
験
＝
2
月
14
日（
日
）

●
申
込
方
法
　
12
月
16
日（
水
）〔
必

着
〕ま
で
に
、
簡
易
書
留
郵
便
で
人

事
課
へ

問
人
事
課
人
事
係
・
内
線
2
5
7
3

家
庭
ご
み
指
定
収
集
袋
の
減

免
申
請

　
市
は
、
次
の
要
件
に
該
当
す
る
世

帯
を
対
象
に
、
申
請
に
よ
り
、
家
庭

ご
み
指
定
収
集
袋
を
交
付
し
て
い
ま

す
。
減
免
対
象
で
申
請
書
を
お
持
ち

で
な
い
方
は
、
郵
送
し
ま
す
の
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）。

　
な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
、
今
年

度
に
限
り
、
指
定
収
集
袋
は
ご
自
宅

等
に
配
送
し
ま
す（
配
送
に
は
約
1

か
月
程
度
か
か
り
ま
す
）。

●
減
免
対
象
と
な
る
世
帯
　
▼
生
活

保
護
法
に
よ
る
生
活
保
護
を
受
け
て

い
る
▼
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
の

支
給
を
受
け
て
い
る
▼
児
童
扶
養
手

当
ま
た
は
特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受

給
し
て
い
る
▼
老※

齢
福
祉
年
金
を
受

給
し
て
い
る
▼
次
の
い
ず
れ
か
の
方

が
い
て
世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税

▽▽
身
体
障
害
者
手
帳
1
級
・
2
級
▽▽

愛
の
手
帳
1
度
・
2
度
▽▽
精
神
障
害

者
手
帳
1
級
・
2
級
▽▽
要
介
護
4
・

要
介
護
5
▼
市
長
が
特
別
な
理
由
が

あ
る
と
認
め
た

※
大
正
5
年
4
月
1
日
以
前
に
生
ま

れ
た
方
が
対
象
の
制
度
で
「
老
齢
基

礎
年
金
」
と
は
異
な
り
ま
す
。

問
ご
み
対
策
課
・
内
線
6
7
5
1

▷▷防災グッズの展示▷▷障害者団体・支援機

関等の紹介▷▷市内小学４年生が描いた絵の

展示時12月１日㈫～６日㈰、午前10時～
午後４時（１日は正午から）場市役所１階多
目的プラザ

　市内の福祉作業所で作製し

ている雑貨やパン、お菓子な

どを販売します時12月２日
㈬～４日㈮、午前11時～午

後２時場市役所１階多目的プ
ラザ

障害がある人もない人も  みんなで高める防災意識  広がるまち立川
立川市障害者週間

テーマ

　障害のある人もない人も住み慣れた地域で共に生きることのできる社会を実現するため、障害のある方への

理解を促進するイベント等を行います。申の催しは申込制（申込順）。その他の催しは直接会場へ。

　東日本大震災で被災した障害者と支援者

を描いた作品。６日の午後の部は、立川市

出身の松本動監督のトークショーもありま

す（手話通訳あり）時12月５日㈯・６日㈰
▷▷午前の部＝午前10時～正午▷▷午後の部

＝午後２時～４時（６日は午後４時30分ま

で）場市役所１階101会議室定各30人（申込
順）申福祉ホットライン☎（526）1418へ

動画で発達障害や知的障害を知ろう

展示イベント 作品販売会

申 映画「星に語りて～ Starry Sky ～」上映会

新型コロナウイルス
感染症に関する相談窓口
◦感染が疑われる場合
まずはかかりつけ医に電話で相談してください。かかりつ

け医が不在等の場合や判断に迷う場合は、東京都発熱相

談センターに相談してください。

東京都発熱相談センター
☎03（5320）4592
▶対応時間＝24時間365日

◦市民の方や事業者の疑問や不安など
立川市新型コロナウイルス感染症総合コールセンター
☎（523）2111
市役所代表番号。「コールセンターへ」とお伝えください。

▶対応時間＝午前９時～午後５時（土曜・日曜日、祝日
を除く）

問障害福祉課・内線1517

　立川キャラバン隊「ひこうき雲」（立

川市手をつなぐ親の会）が制作した動画

を12月１日㈫からYouTube立川市動画

チャンネルで公開します。動画は、「ど

うして読むのがむずかしいの？」「ステ

キな笑顔」の２本で、発達障

害や知的障害への理解を深め

ることができます。

きらきらカード

一
番
福
祉
会
館
は
改
修
工
事
の
た
め
、
12
月
1
日（
火
）～
令
和
3
年
2
月
15
日（
月
）、
休
館
し
ま
す
問
福
祉
総
務
課
生
き
が
い
づ
く
り
係
☎（
5
2
3
）4
0
1
2

12月1日火～6日日

マスクの着用や検温など、 感染症の予防にご協力をお願いします。

職種 受験資格 募集人数

一般事務
（障害者）

平成２年４月２日～平成15年４
月１日に生まれた方で、障害者
手帳等をお持ちの方

３人程度

建築技術
土木技術

昭和55年４月２日以降に生まれ
た方で、学校で関連科目を履修
し、卒業した方

各２人程度

保育士
昭和55年４月２日以降に生まれ
た方で、保育士資格を有する方

２人程度
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凡例：対対象 時日時 場場所 師講師 費費用（記載がないものは無料） 入入会金 年年会費 月月会費 定定員 保保育 持持ち物 申申し込み（記載がないものは午前8時30分から

会
議
、
講
演
会
等
に
手
話
通
訳
等
を
希
望
す
る
方
は
開
催
1
週
間
前
ま
で
に
各
問
い
合
わ
せ
先
、
ま
た
は
下
記
フ
ァ
ク
ス
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
Fax（
5
2
1
）2
6
5
3

市
民
と
議
会
と
の
意
見
交
換
会

　

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
市
議
会
の
対

応
を
市
民
の
皆
さ
ん
に
報
告
す
る
と

と
も
に
意
見
交
換
を
行
い
ま
す
。
保

育
、
手
話
通
訳
、
要
約
筆
記
あ
り

〔
令
和
3
年
1
月
22
日（
金
）ま
で
に

議
会
事
務
局
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
〕。

対
市
内
在
住
・
在
勤
の
方
時
令
和
3

年
2
月
6
日（
土
）▽▽
午
前
10
時
〜
11

時
▽▽
午
後
1
時
30
分
〜
2
時
30
分
場

女
性
総
合
セ
ン
タ
ー
定
各
20
人（
抽

選
）申
12
月
21
日（
月
）ま
で
に
、
電

話
、
ま
た
は
住
所
、
氏
名
、
電
話
番

号
、
希
望
時
間
帯
を
書
い
て
E
メ
ー

ル
で
議
会
事
務
局
・
内
線
３
３
２
１

egikai@
city.tachikaw

a.lg.jp

へ

国
民
年
金
保
険
料
の
産
前
産

後
免
除

　

国
民
年
金
第
1
号
被
保
険
者
の
方

が
出
産
す
る
と
、
出
産
月
の
前
月
か

ら
4
か
月
の
国
民
年
金
保
険
料
が
免

除
に
な
り
、
保
険
料
を
納
付
し
た
も

の
と
し
て
老
齢
基
礎
年
金
額
に
反
映

さ
れ
ま
す（
多
胎
出
産
の
方
は
免
除

期
間
が
異
な
る
の
で
、
ご
相
談
く
だ

さ
い
）。
母
子
健
康
手
帳
を
持
参
し

て
、
保
険
年
金
課
国
民
年
金
係（
市

役
所
1
階
5
番
窓
口
）で
手
続
き
し

て
く
だ
さ
い
。

問
市
保
険
年
金
課
国
民
年
金
係
・
内

線
1
3
9
4
、
日
本
年
金
機
構
立
川

年
金
事
務
所
☎（
5
2
3
）0
3
5
2

都
民
住
宅
の
入
居
者
募
集

　

都
民
住
宅 
（
東
京
都
施
行
型
・
家

族
向
）の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。

都
民
住
宅
は
都
営
住
宅
で
は
な
く
、

主
に
中
堅
所
得
者
等
を
対
象
と
す
る

公
共
住
宅
で
す
。
募
集
戸
数
、
申
込

資
格
は
募
集
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
込
書
・
募
集
案
内
は
12
月
1
日

（
火
）〜
9
日（
水
）に
、市
役
所〔
総
合

案
内（
1
階
）と
住
宅
課（
2
階
53
番
窓

口
）〕、
窓
口
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、

東
部
・
西
部
・
富
士
見
・
錦
連
絡
所
、

東
京
都
住
宅
供
給
公
社
立
川
窓
口
セ

ン
タ
ー（
曙
町
2
─34
─7
フ
ァ
ー
レ
イ

ー
ス
ト
ビ
ル
3
階
）で
配
布
し
ま
す
。

問
▽▽
東
京
都
住
宅
供
給
公
社
募
集
セ

ン
タ
ー
☎
0
3（
3
4
9
8
）8
8
9

4〔
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
〕▽▽
市
住

宅
課
・
内
線
2
5
5
8

防
災
行
政
無
線
子
局
増
設
に

関
す
る
説
明
会

　

市
は
防
災
行
政
無
線
の
改
修
工
事

を
予
定
し
て
お
り
、
子
局
の
増
設
を

行
う
地
域（
西
砂
町
、
柴
崎
町
）を
対

象
に
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。
直
接

会
場
へ
。

時
①
12
月
10
日（
木
）②
12
月
11
日

（
金
）、
い
ず
れ
も
午
後
7
時
〜
8
時

場
①
西
砂
学
習
館
②
柴
崎
福
祉
会
館

定
各
20
人（
先
着
順
）

問
防
災
課
・
内
線
2
5
3
5

地
域
見
守
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

事
業
の
協
力
団
体
・
事
業
者

を
募
集

　

市
は
、
市
内
で
活
動
を
行
う
団
体

や
事
業
者
の
皆
さ
ん
に
、
日
常
の
生

活
や
業
務
の
中
で
気
付
い
た
市
民
の

方
の
異
変
を
市
へ
連
絡
し
て
い
た
だ

き
、
適
切
な
支
援
に
つ
な
げ
る
「
地

域
見
守
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
」
を

推
進
し
て
い
ま
す
。
こ
の
事
業
の
趣

旨
に
ご
賛
同
い
た
だ
け
る
協
力
団

体
・
事
業
者
を
募
集
し
ま
す
。

●
協
定
締
結
式
と
連
絡
会　

令
和
3

年
2
月
5
日（
金
）に
地
域
見
守
り
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
協
定
締
結
式
と
連

絡
会
を
開
催
し
ま
す
。
締
結
を
希
望

す
る
団
体
・
事
業
者
は
、
12
月
14
日

（
月
）ま
で
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

問
高
齢
福
祉
課
・
内
線
1
4
7
9

公
開
す
る
会
議
日
程

　

市
は
、
審
議
会
な
ど
の
会
議
を
公

開
し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
直
接
会

場
へ（
先
着
順
）。

●
教
育
委
員
会
定
例
会　

時
・
場
▽▽

12
月
10
日（
木
）午
後
1
時
30
分
か
ら

＝
市
役
所
1
階
101
会
議
室
▽▽
12
月
24

日（
木
）午
後
1
時
30
分
か
ら
＝
市
役

所
3
階
302
会
議
室
定
各
20
人
問
教
育

総
務
課
庶
務
係
・
内
線
2
4
6
5

●
生
涯
学
習
推
進
審
議
会　

時
12
月

15
日（
火
）午
後
6
時
30
分
か
ら
場
女

性
総
合
セ
ン
タ
ー
5
階
第
2
学
習
室

定
5
人
問
生
涯
学
習
推
進
セ
ン
タ
ー

☎（
5
2
7
）5
7
5
7

●
市
立
保
育
園
民
営
化
検
証
委
員
会

　
時
12
月
16
日（
水
）午
後
７
時
か
ら

場
女
性
総
合
セ
ン
タ
ー
５
階
第
２
学

習
室
定
３
人
問
保
育
課
保
育
指
導
支

援
係
・
内
線
1
3
2
0

●
交
通
安
全
対
策
審
議
会　

時
12
月

22
日（
火
）午
後
2
時
か
ら
場
市
役
所

2
階
208
・
209
会
議
室
定
10
人
問
交
通

対
策
課
交
通
企
画
係
・
内
線
2
2
8

0

　「立川駅南口東京都・立川市合同施設（仮称）」は地下１階・地上７階

建てで令和４年度に開設する予定です。地下１階から地上３階の一部が

市の施設、３階の一部から７階が東京都の施設となります。市は、この

施設を南口の地域活性化の拠点の１つと位置づけ、１階部分には特産品

販売・飲食提供スペース、３階部分には情報発信スペースを整備するほ

か、地下１階から地上２階にかけて自転車等駐車場を設置する予定です。

　「立川駅南口の新たなにぎわいと多摩の魅力発信拠点」をコンセプト

に、この施設が親しみやすく愛されるものとなるよう、施設の市専有部

の名称を募集します（どなたでも応募できます。１人５点まで）。

●募集期間　12月21日㈪〔必着〕まで
●記載内容　施設名称（ふりがな）、名称の意味・理由（おおむね30字以
上）、住所、氏名（ふりがな）、年齢または学年、職業または学校名、電

話番号

●名称選考の基準　▶次の「施設コンセプト」をイメージできる名称で
あること▷▷多摩地域や南口の情報発信拠点▷▷にぎわいの拠点▷▷回遊性の

拠点▷▷周辺プロジェクトとの連携拠点▶誰もが分かりやすく、市民や観

光客に愛され親しまれる名称であること▶漢字、ひらがな、カタカナ、

アルファベット、数字のいずれかを使用すること。

●応募方法　市ホームページ、または応募用紙で応募してください。応
募用紙は、市ホームページ、企画政策課（市役所２階45番

窓口）、窓口サービスセンターで入手できます▶郵送＝〒

190-8666（住所記入不要）立川市企画政策課施設名称担当宛

▶持参＝企画政策課（市役所２階45番窓口）

●名称の決定　選考委員会で優秀作品（３点程度）を選出したうえで、市
が最終決定します。

●結果発表　令和３年３月～４月ごろ、市ホームページや「広報たちか
わ」で、決定した名称と、優秀作品の応募者の氏名、住所（区市町村名

まで）を公表する予定です。

●賞品　優秀作品（３点程度）の応募者にクオカード5,000円分を贈呈し
ます。

●注意事項　▶施設名称として採用された作品の一切の権利は、すべて
無償で立川市に譲渡するものとします▶その他の注意事項について、市

ホームページや応募用紙に記載がありますのでご確認ください。

問企画政策課政策推進係・内線2687

納付書裏面等に記載の場所で納付してくだ
さい問国民健康保険料＝保険年金課賦課
係・内線1416、後期高齢者医療保険料＝
保険年金課賦課係・内線1406、介護保険
料＝介護保険課介護保険料係・内線1446

▷国民健康保険料第５期分▷後期高齢
者医療保険料第５期分▷介護保険料第
５期分

11月30日月今月の
納期

立川駅

一中

諏訪通り

立川柴崎
郵便局

柴崎町二丁目

柴崎町三丁目

奥多摩街道

JR中央線

JR青梅線

多
摩
モ
ノ
レ
ー
ル

立
川
南
駅

施設イメージ

外観イメージは平成31年４月時点のもので、
変更になる場合があります。

対象施設

東京都と立川市の合同施設について
市専有部の名称を募集します

７階

労働相談情報センター

しごとセンター多摩

６階

５階

４階

３階 情報発信スペース

２階 自転車等駐車場

１階 自転車等駐車場 特産品販売・飲食提供スペース

自転車等駐車場

東
京
都
専
有
部

立
川
市
専
有
部

地下１階
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受け付け） 問問い合わせ Faxファクス e Eメール HPホームページ

　

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
を
受
け
て
い
る
中
小
事
業
者
向

け
の
支
援
制
度
等
を
紹
介
し
ま
す
。

中
小
事
業
者
向
け
緊
急
支
援

金（
自
己
所
有
物
件
）〜
受
け

付
け
は
12
月
25
日
ま
で

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
で
売
上
高
が
著
し
く
減
少
し
て

い
る
、
自
ら
所
有
し
て
い
る
市
内
の

事
務
所
や
店
舗
等
で
事
業
を
営
む
中

小
事
業
者（
代
表
者
個
人
の
所
有
物

件
の
一
部
を
法
人
と
し
て
店
舗
な
ど

に
利
用
し
て
い
る
場
合
を
含
む
）に
、

令
和
2
年
度
の
固
定
資
産
税
・
都
市

計
画
税
相
当
額
の
一
部
を
支
給
し
ま

す
。
申
込
期
限
は
12
月
25
日（
金
）

〔
消
印
有
効
〕で
す
。
申

込
方
法
等
、
く
わ
し
く

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

一
部
ま
た
は
全
部
を
住
宅
用
地
に
用

途
変
更
し
た
方

問
課
税
課
土
地
係
・
内
線
1
2
1
5
、

家
屋
係
・
内
線
1
2
2
1

《
お
詫
び
と
訂
正
》　

●
広
報
た
ち
か
わ　

11
月
10
日
号
8

面
「
た
ち
か
わ
大
好
き
!
最
大
20
％

戻
っ
て
く
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
の
記

事
中
、
新
た
に
P
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
を
導

入
し
た
い
事
業
者
向
け
の
電
話
番
号

に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
正
し
く
は
、

「
☎
0
1
2
0（
9
3
6
）2
2
0
」

で
す
。
お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

●
た
ち
か
わ
市
議
会
便
り　

11
月
10

日
号
6
面
の
「
審
査
の
あ
っ
た
主
な

一
般
会
計
事
業
」
の
表
中
、
教
育
費

の
新
学
校
給
食
共
同
調
理
場
整
備
運

営
事
業
の
金
額
に
誤
り
が
あ
り
ま
し

た
。「
９
２
１
０
万
円
」
と
あ
る
の

は
、
正
し
く
は
「
９
２
１
万
円
」
で

す
。
お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

中
小
事
業
者
向
け

支
援
情
報

ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
主
な
要
件　

▽▽
令
和
2
年
3
月
〜

9
月
の
い
ず
れ
か
の
月
の
売
上
高
等

が
前
年
同
月
比
50
％
以
上
減
少
、
も

し
く
は
3
月
〜
9
月
の
任
意
の
3
か

月
の
売
上
高
等
の
合
計
が
前
年
同
期

比
30
％
以
上
減
少
し
て
い
る
▽▽
昨
年

中
の
年
間
売
上
高
等
が
1
３
０
万
円

以
上
▽▽
不
動
産
収
入
に
つ
い
て
は
法

人
に
限
定
す
る
、
な
ど
。

●
支
給
額　

令
和
2
年
度
に
課
税
さ

れ
た
市
内
の
事
務
所
や
店
舗
等
に
か

か
る
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の

8
割
相
当
額（
1
事
業
者
当
た
り
上

限
1
0
0
万
円
）。

問
立
川
市
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
総
合
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
☎（
5

2
3
）2
1
1
1〔
午
前
９
時
〜
午
後

５
時
。
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除

く
〕市
役
所
代
表
番
号
。「
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
へ
」
と
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画

税
の
軽
減
措
置

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
り
事
業
収
入
が
減
少
し
た

中
小
事
業
者
等
の
方
に
対
し
て
、
令

和
3
年
度
の
償
却
資
産
と
事
業
用
家

屋
に
か
か
る
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
を
軽
減
し
ま
す
。
要
件
や
申
告

方
法
等
、
く
わ
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
軽
減
割
合　

令
和
2
年
2
月
〜
10

月
の
任
意
の
連
続
す
る
3
か
月
間
の

事
業
収
入
が
、
前
年
の
同
期
間
と
比

べ
て
、
30
％
以
上
50
％
未
満
減
少
し

て
い
る
場
合
は
2
分
の
1
。
50
％
以

上
減
少
し
て
い
る
場
合
は
全
額
。

●
受
付
期
間　

令
和
3
年
2
月
1
日

（
月
）〔
消
印
有
効
〕ま
で

問
課
税
課
償
却
資
産
係
・
内
線
1
2

2
8
、
家
屋
係
・
内
線
1
2
2
4

公
的
融
資
説
明
会

　

日
本
政
策
金
融
公
庫
、
東
京
信
用

保
証
協
会
、
立
川
商
工
会
議
所
、
立

川
市
が
国
、
東
京
都
、
立
川
市
な
ど

の
公
的
融
資
に
つ
い
て
説
明
し
、
そ

の
後
、
個
別
相
談
会
を
行
い
ま
す
。

新
規
の
申
し
込
み
は
も
ち
ろ
ん
、
借

り
換
え
な
ど
を
考
え
て
い
る
方
は
ぜ

ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

対
一
般
の
中
小
事
業
者
、
事
業
を
始

め
て
ま
も
な
い
方
、
こ
れ
か
ら
事
業

を
始
め
る
方
時
12
月
4
日（
金
）午
後

1
時
30
分
〜
4
時
30
分
場
立
川
商
工

会
議
所（
曙
町
2
―38
―5
）定
20
人

（
申
込
順
）

申
立
川
商
工
会
議
所
中
小
企
業
相
談

所
☎（
5
2
7
）2
7
0
0
へ

土
地
・
家
屋
調
査
を
実
施
中

　

市
は
、
来
年
度
の
固
定
資
産
税
の

課
税
に
必
要
な
評
価
額
を
決
め
る
た

め
、
新
築
や
増
築
し
た
家
屋
と
土
地

の
現
況
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
身

分
証
明
書
を
携
帯
し
た
市
職
員
が
家

屋
の
間
取
り
や
仕
上
げ
材
を
確
認
し

た
り
、
宅
地
内
や
畑
な
ど
に
立
ち
入

ら
せ
て
い
た
だ
い
た
り
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。
な
お
、
今
年
、
土
地
の
利

用
状
況
に
変
更
が
あ
っ
た
方
は
土
地

係
ま
で
、
従
来
の
家
屋
を
取
り
壊
し

て
滅
失
登
記
が
済
ん
で
い
な
い
方
は

家
屋
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
課
税
課
土
地
係
・
内
線
1
2
1
5
、

家
屋
係
・
内
線
1
2
2
1

住
宅
用
地
等
の
申
告
を
お
願

い
し
ま
す

　

土
地
に
か
か
る
固
定
資
産
税
・
都

市
計
画
税
は
、
利
用
状
況
に
よ
っ
て

税
額
が
異
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、

家
屋
の
利
用
用
途
な
ど
に
変
更
が
あ

っ
た
場
合
、
市
へ
の
申
告
を
お
願
い

し
ま
す
。
市
内
に
土
地
ま
た
は
家
屋

を
所
有
し
、
令
和
2
年
1
月
2
日
以

降
に
利
用
状
況
に
変
更
が
あ
り
、
次

の
事
項
に
該
当
す
る
方
は
、
住
宅
用

地
等
申
告
書
を
課
税
課
土
地
係
・
家

屋
係（
市
役
所
1
階
38
番
窓
口
）へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い（
申
告
書
は
同
係

で
配
布
）▽▽
業
務
用（
店
舗
・
事
務
所

な
ど
住
宅
以
外
の
用
途
）家
屋
を
住

宅
に
用
途
変
更
し
た
方
▽▽
住
宅
を
業

務
用
家
屋
に
用
途
変
更
し
た
方
▽▽
一

棟
の
家
屋
に
住
宅
用
と
業
務
用
の
部

分
が
あ
り
、
一
部
ま
た
は
全
部
を
用

途
変
更
し
た
方
▽▽
住
宅
用
地
の
一
部

ま
た
は
全
部
を
有
料
駐
車
場
等
に
用

途
変
更
し
た
方
▽▽
有
料
駐
車
場
等
の

　悲惨な交通事故を防ぐ

ために、信号や道路標識

を守るなど、交通ルール

とマナーを再度確認しま

しょう。信号が青でも左

右の安全を確認する、信

号無視や横断禁止場所の横断をしないなど、少しの工

夫で防げる事故もあります。事故に遭わない、事故を

起こさないようにご協力をお願いします。

キャンペーンの重点　▶子どもと高齢者の安全な通行

の確保▶飲酒運転の根絶及び高齢運転者等の交通事故

防止▶自転車の交通事故防止▶二輪車の交通事故防止

▶違法駐車対策の推進

問交通対策課交通企画係・内線2280

TOKYO交通安全
キャンペーン

12月1日
～7日

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により打撃を受けた飲食店

を応援する農林水産省のキャンペーンで、プレミアム付食事券の販

売が11月20日から始まりました。くわしくは、「Go To Eat キャン

ペーンTokyo」のホームページをご覧ください。

プレミアム付食事券を販売しています

　食事券にはデジタルとアナログ（紙）の２種類があ

り、購入金額に25％上乗せした分のお食事ができま

す。アナログ（紙）の食事券の購入には、スマートフォ

ンまたははがきで、事前に引換券の申し込みが必要で

す。専用はがきは、市役所１階総合案内、窓口サービ

スセンター、各連絡所、女性総合センター等に設置し

ています（郵便はがきによる申し込みも可）。

問お客様サポートセンター☎0570（550）269〔午前９

時30分～午後５時30分。土曜・日曜日、祝日を含む。

ただし、12月30日～１月３日を除く〕

　参加飲食店を随時募集しています。都内

の飲食店舗であることや感染症対策に取り

組むことが参加条件となります。

Go To Eatキャンペーンのオン

ライン飲食予約事業（ポイント

付与）とは別に登録が必要です。

問加盟店向けサポートセンター☎03（6746）
4830〔午前９時30分～午後５時30分。土曜・

日曜日、祝日を含む。ただし、12月30日～１

月３日を除く〕

■購入をご希望の方へ ■参加をご希望の飲食店の方へ

下記情報は11月18日時点のものです。

Go To Eat
キャンペーン

Tokyo

マスクの着用や検温など、 感染症の予防にご協力をお願いします。



5 令和2年（2020年）11月25日 立川市役所 （〒190-8666）立川市泉町1156-9  ☎（523）2111（代表）  Fax（521）2653

凡例：対対象 時日時 場場所 師講師 費費用（記載がないものは無料） 入入会金 年年会費 月月会費 定定員 保保育 持持ち物 申申し込み（記載がないものは午前8時30分から

　 市民税・都民税が一部改正されます令和3年度から

　市民の皆さんには、市税や国民健康保険料を納期内に

納付いただいていますが、一部には納付する財産や能力

などの資力がありながら滞納しているケースがあります。

市は督促や催告などを行っていますが、納付がない場

合、法律に基づき、所有する自動車のタイヤロックのほ

か、右表の例のような差し押さえによる滞納処分を行っ
ています。差し押さえは事前の連絡等をせずに執行しま

す。なお、病気や失業など、収入が不安定で納期内に納

めることが困難な場合はお早めにご相談ください。

　平日に納付相談ができない

方を対象に、休日窓口を開設

します。事前にお申し込みく

ださい。対象となるのは、市

民税・都民税や固定資産税

などの市税、国民健康保険料、

後期高齢者医療保険料です。

時12月５日㈯・６日㈰、午前
９時～午後４時場収納課（市
役所１階34番窓口）申12月４日
㈮までに収納課・内線1257
へ

12月はオール東京滞納STOP強化月間

預貯金 生命保険
金融機関に対し
て預貯金の調査
を行い、預貯金
を差し押さえます。

生命保険会社に
対して調査を行
い、生命保険を差し押さえ、
解約返戻金等を滞納税・料
に充当します。

給　与 不動産

勤務先などに対して
給与などの調査を行
い、法律で定められ
た額を差し押さえます。

不動産を差し押
さえます。その
内容が登記簿に記載され、
権利者にも通知します。

動　産 売掛金

自宅、関係先を
捜索し、貴金属
や電化製品などの動産を差
し押さえます。

商取引先に対し
て調査を行い、
売掛代金を差し押さえます。

滞納処分の具体例

納付する資力のある滞納者に
差し押さえを実施

　市は、安定した税収と納税の公平性確保を目指して、
個別の訪問や夜間電話催告を行うほか、差し押さえなど
の滞納処分の取り組みを強化しています。

問収納課・内線1257

12月５日㈯・６日㈰
休日相談窓口を開設

　税制改正により、令和３年度（令和２年中の所得）か

ら主に次の項目が改正されます。くわしくは市ホーム

ページをご覧ください。

問課税課市民税係・内線1206

●給与所得控除額　給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
また、給与等の収入金額が850万円を超える場合、控除の上限額が

195万円に引き下げられます。

●公的年金等控除額　公的年金等控除額が引き下げられます。また、
公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除の上限額が

195万5,000円となります。

●扶養親族や同一生計配偶者の控除、条例非課税要件　基礎控除・
給与所得控除額等の改正を踏まえ、要件となる合計所得金額が一律

10万円引き上げられます。

●基礎控除　控除額が原則として10万円引き上げられます。

●所得金額調整控除　子育て世帯等に対する調整措置と、給与所得
と公的年金所得の両方を有する者に対する調整措置が、創設されま

す。

●調整控除の適用除外　合計所得金額が2,500万円を超える場合は
調整控除の適用がなくなります。

●ひとり親控除＊の新設　婚姻をしていないまたは配偶者の生死が
明らかでない一定の人のうち、生計を一にする子(総所得金額等が

48万円以下)がいる者(合計所得金額500万円以下)については「ひと

り親控除(控除額30万円)が適用されます。

●寡婦控除＊の見直し　「ひとり親控除」の対象とならない寡婦は、
引き続き寡婦控除（控除額26万円）が適用されます。所得制限（合計

所得金額500万円以下）があります。

●寄附金税額控除の特例　文化庁・スポーツ庁が認めたイベントで、
入場料等の払戻請求権を放棄した場合、その金額分を寄附金控除と

して適用できます。

扶養要件について（年間の給与収入が101万円のAさんの場合）

所得が増えるので
扶養を外れて
しまうのかしら

扶養親族の
合計所得要件もその分

増えています

例１

例１ 改正前 改正後
年間給与収入（①） 101万円
給与所得控除額（②） 65万円 55万円
控除後の給与所得（①−②） 36万円 46万円
扶養要件 38万円 48万円

負担が大きくならない
ようにするため、
所得金額調整控除が
創設されました

給与所得と公的年金所得の両方がある人の調整措置について（年間の公的
年金収入が160万円、給与収入が85万円のCさん（70歳）の場合）

例３

例３ 改正前 改正後
公
的
年
金

年間公的年金収入（①） 160万円
公的年金等控除額（②） 120万円 110万円
控除後の公的年金等雑所得（①−②）★ 40万円 50万円

給
与
収
入

年間給与収入（③） 85万円
給与所得控除額（④） 65万円 55万円
所得金額調整控除（⑤） — 10万円
控除後の給与所得（③−④−⑤）☆ 20万円 20万円
基礎控除額（⑥） 33万円 43万円
課税される所得（★＋☆）−⑥ 27万円 27万円

所得金額によっては改正後の税額が増えることがあります。
＊「ひとり親控除」「寡婦控除」とも、住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」の記
載がある場合は対象外です。

税額について（年間の公的年金収入が160万円のみのBさん（70歳）

の場合）

控除額が下がるから、
税額が増えるのかな

公的年金等控除額が
下がりますが、基礎控除額が

上がります

例２

例２ 改正前 改正後
年間公的年金収入（①） 160万円
公的年金等控除額（②） 120万円 110万円
基礎控除額（③） 33万円 43万円
課税される所得（①−②−③） 7万円 7万円

所得金額によっては改正後の税額が増えることがあります。

給与と年金の所得が
10万円ずつ上がったら負担が

大きくなるのかしら
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